
Q.
A.

防災拠点の住民本位の
進め方は

丁寧な説明で
理解を得ていく

Q.教員の働き方改革、町長の考えは

A.教育委員会とよく議論する
お お ぐ ち
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・下記の３つに分類し、役割分担・適正化の推進
  1)基本的には学校以外が担うべき業務
  2)学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務
  3)教師の業務だが、負担軽減が可能な業務
・業務の優先順位の明確化や精選
・地域や保護者との協議の場、理解や協力を得る取り組み
・業務量に見合った人的配置　など

■教員の働き方改革を実現するために必要な取り組み

■教職員の精神疾患による病気休職者数の推移
　

愛
知
県
基
幹
的
広
域
防
災
拠
点

の
整
備
計
画
は
、
県
・
名
古
屋
市

の
消
防
学
校
設
置
を
含
め
着
々
と

進
め
ら
れ
て
い
る
。
対
象
地
区
で

生
活
す
る
住
民
に
は
高
齢
者
も
お

り
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
が
ど
う
な

っ
て
い
く
の
か
心
配
を
さ
れ
て
い

る
。Q

町
が
、
神
明
・
金
剛
地
区
の

買
収
計
画
を
知
り
え
た
時
期

は
い
つ
な
の
か
。
唐
突
と
も
感
ず

る
計
画
の
公
表
故
と
も
推
察
さ
れ

る
住
民
の
「
寄
り
添
っ
て
」
い
な

い
な
ど
の
声
に
つ
い
て
、
町
長
は

ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
。

A
町
長

町
が
計
画
を
知
り
え
た
時
期

は
２
０
１
９
年
９
月
の
愛
知
県
議

会
。
豊
山
町
に
整
備
す
る
と
の
明

言
は
無
か
っ
た
も
の
の
有
力
地
と

理
解
し
た
。
２
０
２
０
年
２
月
に

は
、
県
知
事
に
選
定
を
申
し
入
れ

た
。

　

そ
の
後
、
愛
知
県
か
ら
２
０
２

０
年
９
月
の
県
議
会
で
本
町
青
山

地
区
と
公
表
さ
れ
た
。

　

故
に
唐
突
に
説
明
会
を
実
施
し

た
と
考
え
て
い
な
い
。

Q
今
回
の
計
画
対
象
地
区
に

は
、
昭
和
44
年
に
完
工
し
た

土
地
改
良
に
お
い
て
、
町
道
の
１

メ
ー
ト
ル
借
地
問
題
が
あ
る
。　

　

こ
の
１
メ
ー
ト
ル
借
地
の
取
り

扱
い
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
。A

産
業
建
設
部
長

町
が
道
路
敷
地
と
し
て
借
り

て
い
る
敷
地
は
、
無
償
に
て
道
路

用
地
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。

　
防
災
拠
点
の
整
備
に
お
い
て
は
、

道
路
が
廃
止
さ
れ
る
た
め
、
土
地

使
用
貸
借
契
約
は
満
了
と
な
る
。

　

こ
の
た
め
、
神
明
公
園
や
国
・

県
道
整
備
と
同
時
に
用
地
取
得
の

対
象
と
な
る
。

　
町
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
り
既

に
寄
付
さ
れ
た
土
地
は
、
所
有
者

が
町
に
な
っ
て
い
る
の
で
用
地
取

得
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

Q
県
・
名
古
屋
市
の
両
消
防
学

校
で
の
訓
練
に
泡
消
火
剤
は

使
用
さ
れ
る
の
か
。

　

泡
消
火
剤
に
は
、
有
機
フ
ッ
素

化
合
物
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

訓
練
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
場
合

に
、
環
境
へ
の
影
響
は
ど
の
よ
う

に
評
価
し
対
応
す
る
の
か
。

A
産
業
建
設
部
長

消
防
学
校
で
は
、
複
雑
・
多

様
化
す
る
火
災
や
災
害
に
対
応
す

る
た
め
実
践
的
な
訓
練
が
実
施
さ

れ
る
。

　

泡
消
火
剤
に
含
有
さ
れ
る
有
機

フ
ッ
素
化
合
物
は
、
製
造
、
輸
入

が
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
泡
消

火
剤
を
用
い
た
訓
練
を
実
施
す
る

場
合
は
、
有
機
化
合
物
が
含
有
さ

れ
た
も
の
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。


